
 

 

 

 

GSTCサステナブルツーリズム研修の実施について（ご案内） 

 

四国ツーリズム創造機構では、2020年６月より四国における持続可能な観光推進

への取り組みを開始し、2022年７月に市町村やDMOを中心に「四国『持続可能な

観光』推進ネットワーク」（別紙1参照）を立ち上げ、現在の会員数は2２となって

おります。四国全域が持続可能な観光地である「サステナブルアイランド四国」を目

指し、国際基準（GSTC基準）や日本独自の基準（JSTS-D）を活用した取り組みに

関する情報連携やプロモーションを推進するなど、当機構が定めるKPIである2025

年度までに、JSTS-Dロゴマークの16団体の取得と、Green Destinationsが設定す

る「世界の持続可能な観光地TOP100選」における累計８地域選出の達成に向け、

活動しております。 

その一環として、JSTS-Dロゴマーク取得条件の一つである「GSTCサステナブル

ツーリズム研修」を、四国「持続可能な観光」推進ネットワーク会員のスタッフに参

加いただき、実施いたします。 

つきましては、講師（GSTC公認トレーナー）と参加者によるフィールドワークの

様子を公開いたしますので、是非お越しください。 

 

１．日時：2025年7月5日（土） 9：00 ～ 10：45（集合時間 8：50） 

２．集合場所：丸亀城北側の大手門前 

３．内容：丸亀城における文化財保全の取り組み 

  ※9：00から３０分程度大手門付近を視察、講話の後、天守閣へ向かいます。丸

亀城での視察は10：45頃まで実施予定です。 

4．参加予定者数：30名 

５．参加申込 

  研修の取材参加を希望される方は、 

（別紙２）「参加申込書」により7月2日（水）までに、 

（一社）四国ツーリズム創造機構までお申し込みください。 

FAX ：087-813-031２  メール：info@shikoku-tourism.com 

 

 

2025年6月26日（木）14時提供 

（一社）四国ツーリズム創造機構 

担当：松本、井上 

TEL 087-813-0431 

この資料は、四国各県の県政記者クラブ、高松経

済記者クラブ、四国交通記者クラブで同時に提供

されます。 



 

                                                  （別紙１） 

 

【推進ネットワーク概要】 

団 体 名 称 ： 四国「持続可能な観光」推進ネットワーク 

事  務  局 ： 一般社団法人四国ツーリズム創造機構 内 

             香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟３Ｆ 

連  絡  先 ： info@shikoku-tourism.com 

〔敬 称 略〕 

代 表 幹 事 ： 半井 真司（一般社団法人 四国ツーリズム創造機構 代表理事） 

幹   事 ： 桑村    琢（一般社団法人 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部 本部長） 

事 務 局 長 ： 松本 晃一（一般社団法人 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部 チームマネジャー） 

アドバイザー ： 鎌倉   崇（国土交通省 四国運輸局 観光部 部長 ） 

会   員 ：  <徳島県＞一般社団法人イーストとくしま観光推進機構、一般社団法人みなみ阿波観光局、 

            一般社団法人美馬観光ビューロー、一般社団法人そらの郷、三好市、上勝町 

            ＜香川県＞一般社団法人小豆島観光協会、高松市、丸亀市、三豊市、土庄町、小豆島町 

            ＜愛媛県＞一般社団法人キタ・マネジメント、株式会社ソラヤマいしづち、今治市、内子町、 

伊方町、久万高原町 

            ＜高知県＞一般社団法人幡多広域観光協議会、一般社団法人黒潮町観光ネットワーク、 

室戸市、津野町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 GSTCサステナブルツーリズム研修とは、旅行や観光における持続可能性の実践

とその改善を行うために必要な知識と手法について学びます。 

 研修の主な目的は、ビジネスや地域における持続可能な取り組みの実践について

共有することと、観光・旅行業界の関係者が実際の状況に合わせてGSTC基準を

取り入れ、取り組みを進める一助としていただくことです。 

 GSTC（グローバルサステナブルツーリズム協議会）は、国連世界観光機関 

 （UN Tourism）等の国際機関から構成されており、国際社会における持続可能

な観光のあり方の共通理解と質の向上のため、国際基準と認証制度を定めており

ます。 

 JSTS-D（日本版持続可能な観光ガイドライン）ロゴは、ガイドラインに基づく

取り組みを行っている団体に対して、観光庁がロゴマークの使用を承諾していま

す。 

 Green Destinationsは、持続可能な観光地、そのビジネス、コミュニティーを 

支援するためにオランダで設立された組織であり、持続可能な観光の国際基準の 

制定・管理を行う、GSTCより認定を受けた国際認証団体です。 
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